
   

令和７年第４回瑞穂市議会定例会追加提出議案  
追加提出 令和７年１２月１９日 

 

議 案 

議案第７８号 瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

て 

議案第７９号 令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第６号） 

議案第８０号 令和７年度瑞穂水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７８号 

   瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案を別紙のとおり提

出する。 

  令和７年１２月１９日提出 

                     瑞穂市長 森   和  之 

   提案理由 

 民間給与との較差に基づく人事院勧告（令和７年８月７日付け）に伴い、市

職員の期末手当、勤勉手当及び給料表の額の改定並びに市議会議員及び常勤の

特別職職員の期末手当の額の改定等をするため、市関係条例の改正を行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  

 （瑞穂市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条 瑞穂市職員の給与に関する条例（平成１５年瑞穂市条例第３５号）の

一部を次のように改正する。  

 第１６条第２項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００円」に改め、

同号エ中「１万円」を「１万４００円」に改め、同号オ中「１万２，９００

円」を「１万３，５００円」に改め、同号カ中「１万５，８００円」を「１

万６，６００円」に改め、同号キ中「１万８，７００円」を「１万９，７０

０円」に改め、同号ク中「２万１，６００円」を「２万２，８００円」に改

め、同号ケ中「２万４，４００円」を「２万５，９００円」に改め、同号コ

中「２万６，２００円」を「２万９，１００円」に改め、同号サ中「２万８  

，０００円」を「３万２，３００円」に改め、同号シ中「２万９，８００

円」を「３万５，５００円」に改め、同号ス中「３万１，６００円」を「３

万８，７００円」に改める。  

第２３条第１項中「、４，４００円」を「、４，７００円」に、「７，４

００円」を「７，７００円」に改め、同条第２項中「、２万２，０００円」

を「、２万３，５００円」に改める。  

  第２３条の４第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する場

合には」を、「１００分の１０５）」の次に「、１２月に支給する場合には  

１００分の１２７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１０７．５）」  

 を加え、同条第３項中「１００分の６０）」と」の次に「、「１００分の１

２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．５  

）」とあるのは「１００分の６２．５）」と」を加える。  

  第２３条の７第２項第１号中「加算した額に」の次に「、６月に支給する

場合には」を、「１００分の１２５）」の次に「、１２月に支給する場合に  

は１００分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１２７．５  

）」を加え、同項第２号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、６月に支給する

場合には」を、「１００分の６０）」の次に「、１２月に支給する場合には

１００分の５２．５（特定管理職員にあっては、１００分の６２．５）」を

加える。  



  別表第１及び別表第２を次のように改める。  

 別表第１（第３条関係）  

   行政職給料表  
職
員
の
区
分 

  
職 務  

の 級  １  級  ２  級  ３  級  ４  級  ５  級  ６  級  ７  級  

 
号 給  給 料 月 額  給 料 月 額  給 料 月 額  給 料 月 額  給 料 月 額  給 料 月 額  給 料 月 額  

 

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員  

     円  円 円 円 円 円 円 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600 

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100 

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600 

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100 

14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400 

15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700 

16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900 

17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100 

18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400 

19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700 

20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900 

21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100 

22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900 

23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700 

24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500 

25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100 

26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700 

27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300 

28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900 

29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600 

30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400 

31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800 

32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500 

33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000 

34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400 

35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800 

36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200 



37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600 

38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900 

39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200 

40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500 

41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800 

42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100 

43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400 

44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700 

45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000 

46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100  

47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400  

48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700  

49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900  

50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200  

51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400  

52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700  

53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900  

54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200  

55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500  

56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800  

57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000  

58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300  

59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600  

60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800  

61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000  

62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300  

63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600  

64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800  

65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000  

66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300  

67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600  

68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800  

69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000  

70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300  

71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600  

72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800  

73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000  

74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300   

75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600   

76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800   

77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000   

78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300   

79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600   

80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800   

81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000   

82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300   



83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600   

84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800   

85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000   

86 266,200 305,800 355,700     

87 266,500 306,100 356,100     

88 266,800 306,400 356,500     

89 267,100 306,700 356,700     

90 267,400 307,000 357,100     

91 267,700 307,300 357,500     

92 268,000 307,600 357,900     

93 268,300 307,800 358,100     

94   308,000 358,400     

95   308,300 358,800     

96   308,700 359,100     

97  308,900 359,400     

98   309,200 359,800     

99   309,500 360,200     

100   309,900 360,600     

101  310,100 361,100     

102   310,400 361,500     

103   310,700 361,900     

104   311,000 362,300     

105  311,200 362,800     

106   311,500 363,200     

107   311,800 363,500     

108   312,100 363,800     

109  312,300 364,200     

110   312,600      

111   313,000      

112   313,300      

113  313,500      

114   313,700      

115   314,000      

116   314,400      

117  314,600      

118   314,800      

119   315,100           

120   315,400           

121  315,700           

122   315,900           

123   316,200           

124   316,500           

125   316,800            
定

年

前

   基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

 円  円 円 円 円 円 円 



再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

 

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 

備考 この表は、他の適用を受けない全ての職員に適用する。  

 別表第２（第３条関係）  

   医療職給料表  
職

員

の

区

分  

  
職 務  

の 級  
１  級  ２  級  ３  級  ４  級  

号 給  給 料 月 額  給 料 月 額  給 料 月 額  給 料 月 額  

 

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員  

    円  円 円 円 

1 221,700 254,700 293,900 307,300 

2 223,600 256,800 294,400 307,800 

3 225,400 259,000 294,900 308,300 

4 227,100 261,200 295,400 308,800 

5 228,800 263,400 295,800 309,300 

6 230,700 264,400 296,300 309,800 

7 232,500 265,200 296,800 310,400 

8 234,200 266,100 297,200 310,800 

9 235,900 266,900 297,600 311,300 

10 237,800 268,000 298,100 311,800 

11 239,700 269,100 298,600 312,400 

12 241,600 270,000 299,100 312,900 

13 243,400 270,800 299,500 313,300 

14 245,400 271,500 300,000 313,900 

15 247,400 272,200 300,400 314,600 

16 249,400 273,000 300,900 315,200 

17 251,400 274,100 301,400 315,800 

18 253,400 275,000 301,800 316,700 

19 255,500 275,900 302,300 317,500 

20 257,500 276,800 302,700 318,400 

21 259,400 277,800 303,200 319,200 

22 260,600 278,800 303,600 320,100 

23 261,700 279,700 304,100 321,000 

24 262,800 280,700 304,500 321,800 

25 263,900 281,500 305,000 322,600 

26 264,700 282,400 305,600 323,400 

27 265,600 283,300 306,300 324,300 

28 266,400 284,200 307,000 325,200 



29 267,200 285,200 307,700 325,900 

30 267,900 285,900 308,400 327,000 

31 268,600 286,600 309,100 328,100 

32 269,300 287,300 309,900 329,100 

33 270,100 287,900 310,600 330,200 

34 270,700 288,500 311,400 331,200 

35 271,300 289,000 312,100 332,300 

36 271,800 289,400 312,800 333,400 

37 272,400 289,800 313,500 334,500 

38 273,100 290,400 314,300 335,600 

39 273,800 290,900 315,100 336,700 

40 274,500 291,300 315,900 337,800 

41 275,200 291,700 316,500 338,600 

42 275,800 292,200 317,400 339,700 

43 276,500 292,600 318,400 340,800 

44 277,100 293,100 319,300 341,800 

45 277,900 293,600 320,100 342,700 

46 278,600 294,000 321,100 343,600 

47 279,300 294,500 322,100 344,600 

48 279,900 294,900 323,000 345,600 

49 280,400 295,400 323,900 346,800 

50 280,900 295,800 324,800 348,100 

51 281,300 296,300 325,800 349,300 

52 281,700 296,800 326,800 350,500 

53 282,000 297,200 327,600 351,400 

54 282,500 297,600 328,500 352,600 

55 282,900 298,100 329,500 353,700 

56 283,300 298,500 330,400 355,000 

57 283,700 299,000 331,300 356,000 

58 284,100 299,700 332,200 356,900 

59 284,400 300,400 333,200 358,000 

60 284,700 301,100 334,100 359,200 

61 285,100 301,800 335,000 360,300 

62 285,500 302,700 336,100 361,500 

63 285,900 303,600 337,300 362,700 

64 286,200 304,300 338,500 363,700 

65 286,500 305,000 339,200 364,700 

66 286,900 305,900 340,300 365,700 

67 287,300 306,700 341,400 366,800 

68 287,600 307,500 342,300 367,900 

69 288,000 308,200 343,400 368,700 

70 288,500 309,100 344,100 369,800 

71 288,900 310,000 345,200 370,900 

72 289,200 310,800 346,300 371,900 

73 289,600 311,700 347,400 372,600 



74 290,100 312,500 348,600 373,400 

75 290,600 313,400 349,700 374,200 

76 291,100 314,300 350,800 374,900 

77 291,600 315,100 351,900 375,500 

78 292,100 316,000 353,000 376,000 

79 292,700 317,000 354,000 376,500 

80 293,100 317,900 355,100 377,000 

81 293,600 318,400 356,000 377,600 

82 294,000 319,200 357,000 378,100 

83 294,500 320,100 357,900 378,600 

84 295,000 320,900 358,900 379,100 

85 295,400 321,700 359,800 379,500 

86 295,800 322,600 360,600 379,900 

87 296,300 323,600 361,400 380,500 

88 296,800 324,600 362,200 381,000 

89 297,200 325,500 362,800 381,300 

90 297,700 326,500 363,400 381,800 

91 298,200 327,500 364,000 382,100 

92 298,700 328,500 364,600 382,400 

93 299,200 329,300 365,000 383,000 

94 299,600 330,000 365,400 383,500 

95 300,100 330,700 365,900 384,000 

96 300,700 331,300 366,300 384,500 

97 301,300 331,800 366,800 385,100 

98 301,800 332,100 367,200 385,600 

99 302,300 332,600 367,700 386,100 

100 302,800 333,200 368,100 386,500 

101 303,200 333,600 368,400 387,100 

102 303,700 334,100 368,900 387,600 

103 304,100 334,700 369,200 388,100 

104 304,500 335,200 369,500 388,600 

105 304,900 335,600 369,900 389,200 

106 305,300 336,100 370,400 389,600 

107 305,700 336,600 370,900 390,100 

108 306,000 337,100 371,400 390,600 

109 306,200 337,500 371,900 391,200 

110 306,500 337,800 372,400  

111 306,700 338,100 372,900  

112 307,000 338,400 373,300  

113 307,300 338,700 373,700  

114 307,500 339,100 374,100   

115 307,800 339,400 374,600   

116 308,000 339,700 375,100   

117 308,300 339,900 375,500   

118 308,500 340,200 376,000   



119 308,800 340,500 376,500   

120 309,100 340,700 377,000   

121 309,400 340,900 377,300   

122 309,700 341,200    

123 310,000 341,500    

124 310,300 341,800    

125 310,500 342,000    

126 310,700 342,300     

127 311,000 342,600     

128 311,400 342,800     

129 311,600 343,000     

130 311,900 343,200     

131 312,200 343,500     

132 312,600 343,700     

133 312,800 344,000     

134 313,100 344,400     

135 313,400 344,800     

136 313,700 345,200     

137 313,900 345,500     

138 314,200 345,900     

139 314,500 346,300     

140 314,800 346,700     

141 315,000 347,000     

142 315,300 347,400     

143 315,700 347,700     

144 316,000 348,100     

145 316,200 348,400     

146 316,400 348,800     

147 316,700 349,200     

148 317,000 349,600     

149 317,200 349,900     

150 317,400 350,300     

151 317,700 350,700     

152 318,000 351,100     

153 318,400 351,400     

154 318,600      

155 318,800      

156 319,100      

157 319,400      

158 319,700      

159 320,000      

160 320,300      

161 320,700      

162 321,000      

163 321,300      



164 321,600      

165 322,000      

166 322,300      

167 322,600      

168 322,900      

169 323,300       

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

  基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 円 円 円 

248,800 269,700 277,300 288,100 

備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。  

第２条 瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

  第２３条の４第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２５」を  

「１００分の１２６．２５」に、「、１００分の１０５）、１２月に支給す

る場合には１００分の１２７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１

０７．５」を「、１００分の１０６．２５」に改め、同条第３項を次のよう

に改める。  

 ３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同

項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の７１．２５」と、

「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。  

  第２３条の７第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１０  

５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の１２５）、１２月に支  

給する場合には１００分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１００分  

の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め、同項第２号中「、６  

月に支給する場合には１００分の５０」を「１００分の５１．２５」に、「  

１００分の６０）、１２月に支給する場合には１００分の５２．５（特定管  

理職員にあっては、１００分の６２．５」を「１００分の６１．２５」に改  

める。  

（瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）  



第３条 瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２０年瑞穂市

条例第３１号）の一部を次のように改正する。  

  第９条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２５」に改め、

「１００分の９５」と」の次に「、「１００分の１２７．５」とあるのは「  

１００分の９７．５」と」を、「１００分の８７．５」と」の次に「、「１  

００分の１０７．５」とあるのは「１００分の９０」と」を加える。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第７条関係）  

   特定任期付職員給料表  
号給  給料月額  

 
１  

円  
４０５，０００  

２  ４５５，０００  
３  ５０８，０００  
４  ５７４，０００  
５  ６５５，０００  

第４条 瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように

改正する。  

  第９条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２６．２５」に、

「１００分の９５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の

９７．５」を「１００分の９６．２５」に、「１００分の１０５」を「１０

０分の１０６．２５」に、「１００分の８７．５」と、「１００分の１０７  

．５」とあるのは「１００分の９０」を「１００分の８８．７５」に改める。  

（瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

第５条 瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

瑞穂市条例第６号）の一部を次のように改正する。  

  第１６条の２第１項中「１００分の１０５（特定管理職員にあっては、１  

００分の１２５）」を「、６月に支給する場合には１００分の１０５（特定

管理職にあっては、１００分の１２５）、１２月に支給する場合には１００

分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１２７．５）」に改

める。  

  第２５条の２第１項中「１００分の１０２．５（特定管理職員にあっては  



、１００分の１２２．５）」を「、６月に支給する場合には１００分の１０  

５（特定管理職員にあっては、１００分の１２５）、１２月に支給する場合  

には１００分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１２７．

５）」に改める。  

 附則第５項を次のように改める。  

（給与改定の時期）  

５ 給与条例又は給与条例に基づく規則（以下「条例等」という。）の改正  

により給与の額等に改定があった場合であって、会計年度任用職員の給与  

又は費用弁償について当該給与の額等の改定後の規定を準用し、又はその  

規定の例によるときは、当該会計年度任用職員の給与又は費用弁償の額

等の適用については、改正後の条例等の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の属する年度の翌年後（施行日が４月１日であるときは、施行日

の属する年度）から適用するものとする。  

第６条 瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次

のように改正する。  

  第１６条の２第１項中「、６月に支給する場合には１００分の１０５（特

定管理職員にあっては、１００分の１２５）、１２月に支給する場合には１

００分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１２７．５）」  

を「１００分の１０６．２５（特定管理職員にあっては、１００分の１２６  

．２５）」に改める。  

 第２５条の２第１項中「、６月に支給する場合には１００分の１０５（特

定管理職員にあっては、１００分の１２５）、１２月に支給する場合には１

００分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１２７．５）」  

を「１００分の１０６．２５（特定管理職員にあっては、１００分の１２６  

．２５）」に改める。  

  別表第１及び別表第２を次のように改める。  

別表第１（第４条関係）  

   行政職給料表  

 



  

職

務  

の  

級  

１  級  ２  級  

号 給  給 料 月 額  給 料 月 額  

    円  円 

1 195,800 242,000 

2 196,900 243,300 

3 198,100 244,700 

4 199,200 246,100 

5 200,300 247,500 

6 202,000 248,900 

7 203,600 250,300 

8 205,200 251,700 

9 206,700 253,100 

10 208,400 254,300 

11 210,000 255,600 

12 211,600 256,900 

13 213,100 258,100 

14 214,800 259,300 

15 216,500 260,500 

16 218,200 261,700 

17 219,400 262,800 

18 221,000 263,900 

19 222,600 265,000 

20 224,100 266,100 

21 225,600 267,000 

22 227,200 268,000 

23 228,800 269,000 

24 230,400 270,000 

25 232,000 271,000 

26 233,700 271,900 

27 235,000 272,700 

28 236,300 273,600 

29 237,600 274,400 

30 238,700 275,200 

31 239,800 276,000 

32 240,900 276,700 

33 242,000 277,400 

34 242,900 278,200 

35 243,800 279,000 

36 244,800 279,600 

37 245,800 280,300 

38 246,700 281,100 

39 247,600 281,800 

40 248,400 282,500 



41 249,200 283,200 

42 249,900 283,900 

43 250,500 284,600 

44 251,100 285,300 

45 251,800 286,000 

46 252,400 286,600 

47 253,000 287,300 

48 253,600 287,900 

49 254,100 288,600 

50 254,700 289,200 

51 255,300 289,900 

52 255,800 290,600 

53 256,200 291,100 

54 256,600 291,700 

55 256,900 292,300 

56 257,200 293,000 

57 257,500 293,600 

58 257,800 294,200 

59 258,100 294,800 

60 258,400 295,500 

61 258,700 296,100 

62 259,000 296,700 

63 259,300 297,200 

64 259,600 297,700 

65 259,900 298,200 

66 260,200 298,800 

67 260,500 299,300 

68 260,800 299,900 

69 261,100 300,300 

70 261,400 300,800 

71 261,700 301,300 

72 262,000 301,900 

73 262,300 302,400 

74 262,600 302,800 

75 262,900 303,100 

76 263,200 303,400 

77 263,500 303,600 

78 263,800 303,900 

79 264,100 304,100 

80 264,400 304,400 

81 264,700 304,600 

82 265,000 304,800 

83 265,300 305,100 

84 265,600 305,300 

85 265,900 305,600 

86 266,200 305,800 



87 266,500 306,100 

88 266,800 306,400 

89 267,100 306,700 

90 267,400 307,000 

91 267,700 307,300 

92 268,000 307,600 

93 268,300 307,800 

94   308,000 

95   308,300 

96   308,700 

97  308,900 

98   309,200 

99   309,500 

100   309,900 

101  310,100 

102   310,400 

103   310,700 

104   311,000 

105  311,200 

106   311,500 

107   311,800 

108   312,100 

109  312,300 

110   312,600 

111   313,000 

112   313,300 

113  313,500 

114   313,700 

115   314,000 

116   314,400 

117  314,600 

118   314,800 

119   315,100 

120   315,400 

121  315,700 

122   315,900 

123   316,200 

124   316,500 

125   316,800 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度

任用職員に適用する。ただし、第３２条に規定する会計年度任用職員を

除く。  

別表第２（第４条関係）  

   医療職給料表  



  

職

務  

の

級  

１  級  ２  級  

号 給  給 料 月 額  給 料 月 額  

    円  円 

1 221,700 254,700 

2 223,600 256,800 

3 225,400 259,000 

4 227,100 261,200 

5 228,800 263,400 

6 230,700 264,400 

7 232,500 265,200 

8 234,200 266,100 

9 235,900 266,900 

10 237,800 268,000 

11 239,700 269,100 

12 241,600 270,000 

13 243,400 270,800 

14 245,400 271,500 

15 247,400 272,200 

16 249,400 273,000 

17 251,400 274,100 

18 253,400 275,000 

19 255,500 275,900 

20 257,500 276,800 

21 259,400 277,800 

22 260,600 278,800 

23 261,700 279,700 

24 262,800 280,700 

25 263,900 281,500 

26 264,700 282,400 

27 265,600 283,300 

28 266,400 284,200 

29 267,200 285,200 

30 267,900 285,900 

31 268,600 286,600 

32 269,300 287,300 

33 270,100 287,900 

34 270,700 288,500 

35 271,300 289,000 

36 271,800 289,400 

37 272,400 289,800 

38 273,100 290,400 

39 273,800 290,900 

40 274,500 291,300 

41 275,200 291,700 

42 275,800 292,200 

43 276,500 292,600 

44 277,100 293,100 

45 277,900 293,600 

46 278,600 294,000 

47 279,300 294,500 

48 279,900 294,900 

49 280,400 295,400 

50 280,900 295,800 

51 281,300 296,300 

52 281,700 296,800 

53 282,000 297,200 



54 282,500 297,600 

55 282,900 298,100 

56 283,300 298,500 

57 283,700 299,000 

58 284,100 299,700 

59 284,400 300,400 

60 284,700 301,100 

61 285,100 301,800 

62 285,500 302,700 

63 285,900 303,600 

64 286,200 304,300 

65 286,500 305,000 

66 286,900 305,900 

67 287,300 306,700 

68 287,600 307,500 

69 288,000 308,200 

70 288,500 309,100 

71 288,900 310,000 

72 289,200 310,800 

73 289,600 311,700 

74 290,100 312,500 

75 290,600 313,400 

76 291,100 314,300 

77 291,600 315,100 

78 292,100 316,000 

79 292,700 317,000 

80 293,100 317,900 

81 293,600 318,400 

82 294,000 319,200 

83 294,500 320,100 

84 295,000 320,900 

85 295,400 321,700 

86 295,800 322,600 

87 296,300 323,600 

88 296,800 324,600 

89 297,200 325,500 

90 297,700 326,500 

91 298,200 327,500 

92 298,700 328,500 

93 299,200 329,300 

94 299,600 330,000 

95 300,100 330,700 

96 300,700 331,300 

97 301,300 331,800 

98 301,800 332,100 

99 302,300 332,600 

100 302,800 333,200 

101 303,200 333,600 

102 303,700 334,100 

103 304,100 334,700 

104 304,500 335,200 

105 304,900 335,600 

106 305,300 336,100 

107 305,700 336,600 

108 306,000 337,100 

109 306,200 337,500 

110 306,500 337,800 

111 306,700 338,100 

112 307,000 338,400 



113 307,300 338,700 

114 307,500 339,100 

115 307,800 339,400 

116 308,000 339,700 

117 308,300 339,900 

118 308,500 340,200 

119 308,800 340,500 

120 309,100 340,700 

121 309,400 340,900 

122 309,700 341,200 

123 310,000 341,500 

124 310,300 341,800 

125 310,500 342,000 

126 310,700 342,300 

127 311,000 342,600 

128 311,400 342,800 

129 311,600 343,000 

130 311,900 343,200 

131 312,200 343,500 

132 312,600 343,700 

133 312,800 344,000 

134 313,100 344,400 

135 313,400 344,800 

136 313,700 345,200 

137 313,900 345,500 

138 314,200 345,900 

139 314,500 346,300 

140 314,800 346,700 

141 315,000 347,000 

142 315,300 347,400 

143 315,700 347,700 

144 316,000 348,100 

145 316,200 348,400 

146 316,400 348,800 

147 316,700 349,200 

148 317,000 349,600 

149 317,200 349,900 

150 317,400 350,300 

151 317,700 350,700 

152 318,000 351,100 

153 318,400 351,400 

154 318,600  
155 318,800  
156 319,100  
157 319,400  
158 319,700  
159 320,000  
160 320,300  
161 320,700  
162 321,000  
163 321,300  
164 321,600  
165 322,000  
166 322,300  
167 322,600  
168 322,900  
169 323,300   

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度



任用職員で規則で定めるものに適用する。  

（瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改

正）  

第７条 瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平

成１５年瑞穂市条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

  第５条第２項中「１００分の２３０」を「、６月に支給する場合には１０

０分の２３０、１２月に支給する場合には１００分の２３５」に改める。  

第８条 瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を次のように改正する。  

  第５条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の２３０、１２月に

支給する場合には１００分の２３５」を「１００分の２３２．５」に改める。  

（瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正）  

第９条 瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例（平成１５年瑞穂市条例

第３３号）の一部を次のように改正する。  

  第５条第２項中「１００分の２３０」を「、６月に支給する場合には１０

０分の２３０、１２月に支給する場合には１００分の２３５」に改める。  

第１０条 瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改

正する。  

  第５条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の２３０、１２月に

支給する場合には１００分の２３５」を「１００分の２３２．５」に改める。  

   附 則  

 （施行期日等）  

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６

条、第８条及び第１０条の規定は、令和８年４月１日から施行する。  

２ 第１条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例（次条におい

て「改正後の給与条例」という。）の規定、第３条の規定による改正後の瑞

穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（次条において「改正後の任

期付職員条例」という。）の規定、第５条の規定による改正後の瑞穂市会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定、第７条の規定による

改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（



次条において「改正後の議員報酬条例」という。）の規定及び第９条の規定

による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例（次条において

「改正後の常勤の特別職条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から

適用する。  

 （給与の内払）  

第２条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例

又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第１条の規定に

よる改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第３条の規定による改正前

の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定

による給与の内払と、第７条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報

酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第９条の規定による改正前の瑞

穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末

手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規

定による期末手当の内払とみなす。  
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車
等
の

使
用
距

離
（

以
下
こ
の

号
に
お

い
て
「
使

用
距
離
」

と
い
う

。
）
が

片
道

５
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

未
満

で
あ
る
職

員
 

2,
00

0円
 

ア
 
自
動

車
等
の

使
用
距

離
（

以
下
こ
の

号
に
お

い
て
「
使

用
距
離
」

と
い
う

。
）
が

片
道

５
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

未
満

で
あ
る
職

員
 

2,
00

0円
 

 
イ
 
使
用

距
離
が

片
道
５

キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

10
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
4,

20
0円

 
イ
 
使
用

距
離
が

片
道
５

キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

10
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
4,

20
0円

 
 

ウ
 
使
用

距
離
が

片
道

10
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

15
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
7,

30
0円

 
ウ
 
使
用

距
離
が

片
道

10
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

15
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
7,

10
0円

 

資料　７８－１
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エ
 
使
用

距
離
が

片
道

15
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

20
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
１

万
40

0円
 

エ
 
使
用

距
離
が

片
道

15
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

20
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
１

万
円

  
  

 
オ
 
使
用

距
離
が

片
道

20
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

25
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
１

万
3,

50
0円

 
オ
 
使
用

距
離
が

片
道

20
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

25
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
１

万
2,

90
0円

 
 

カ
 
使
用

距
離
が

片
道

25
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

30
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
１

万
6,

60
0円

 
カ
 
使
用

距
離
が

片
道

25
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

30
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
１

万
5,

80
0円

 
 

キ
 
使
用

距
離
が

片
道

30
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

35
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
１

万
9,

70
0円

 
キ
 
使
用

距
離
が

片
道

30
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

35
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
１

万
8,

70
0円

 
 

ク
 
使
用

距
離
が

片
道

35
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

40
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
２

万
2,

80
0円

 
ク
 
使
用

距
離
が

片
道

35
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

40
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
２

万
1,

60
0円

 
 

ケ
 
使
用

距
離
が

片
道

40
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

45
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
２

万
5,

90
0円

 
ケ
 
使
用

距
離
が

片
道

40
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

45
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
２

万
4,

40
0円

 
 

コ
 
使
用

距
離
が

片
道

45
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

50
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
２

万
9,

10
0円

 
コ
 
使
用

距
離
が

片
道

45
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

50
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
２

万
6,

20
0円

 
 

サ
 
使
用

距
離
が

片
道

50
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

55
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
３

万
2,

30
0円

 
サ
 
使
用

距
離
が

片
道

50
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

55
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
２

万
8,

00
0円

 
 

シ
 
使
用

距
離
が

片
道

55
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

60
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
３

万
5,

50
0円

 
シ
 
使
用

距
離
が

片
道

55
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上

60
キ
ロ

メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ

る
職
員

 
２

万
9,

80
0円

 
 

ス
 
使
用

距
離
が

片
道

60
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上
で

あ
る
職

員
 
３
万

8,
70

0円
 

ス
 
使
用

距
離
が

片
道

60
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

以
上
で

あ
る
職

員
 
３
万

1,
60

0円
 

(3
) 

略
 

(3
) 

略
 

(3
) 

略
 

３
～
７
 

略
 

３
～
７
 

略
 

３
～
７
 

略
 

（
宿
日
直

手
当
）

 
（
宿
日
直

手
当
）

 
（
宿
日
直

手
当
）
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第
23

条
 
略

 
第

23
条

 
宿
日

直
勤
務

（
次
項

の
勤
務
を

除
く
。

）
を
命

ぜ
ら
れ
た

職
員
に

は
、
そ
の
勤

務
１
回
に

つ
き

、
4,

70
0

円
（
規
則

で
定
め

る
管
理

又
は

監
督
の
業

務
そ
の

他
特

殊
な
業
務

を
主
と

し
て
行

う
宿

日
直
勤
務

に
あ
っ

て
は

7,
70

0円
）
を
超

え
な
い

範
囲
内

に
お
い
て

規
則
で

定
め

る
額
を
宿

日
直
手

当
と
し

て
支

給
す
る
。

 

第
23

条
 
宿
日

直
勤
務

（
次
項

の
勤
務
を

除
く
。

）
を
命

ぜ
ら
れ
た

職
員
に

は
、
そ
の
勤

務
１
回
に

つ
き

、
4,

40
0

円
（
規
則

で
定
め

る
管
理

又
は

監
督
の
業

務
そ
の

他
特

殊
な
業
務

を
主
と

し
て
行

う
宿

日
直
勤
務

に
あ
っ

て
は

7,
40

0円
）
を
超

え
な
い

範
囲
内

に
お
い
て

規
則
で

定
め

る
額
を
宿

日
直
手

当
と
し

て
支

給
す
る
。

 
 

２
 
宿
日

直
勤
務

の
う
ち

常
直

的
な
も
の

を
命
ぜ

ら
れ
た

職
員
に
は

、
そ

の
勤
務

に
対
し

て
、
２

万
3,

50
0円

を
超

え
な
い
範

囲
内
に

お
い
て

規
則

で
定
め
る

月
額
の

宿
日

直
手
当
を

支
給
す

る
。

 

２
 
宿
日

直
勤
務

の
う
ち

常
直

的
な
も
の

を
命
ぜ

ら
れ
た

職
員
に
は

、
そ

の
勤
務

に
対
し

て
、
２

万
2,

00
0円

を
超

え
な
い
範

囲
内
に

お
い
て

規
則

で
定
め
る

月
額
の

宿
日

直
手
当
を

支
給
す

る
。

 
３
 
略

 
３
 
略

 
３
 
略

 
（
期
末
手

当
）

 
 
（
期
末

手
当
）

 
 
（
期
末

手
当
）

 
第

23
条

の
４
 

略
 

第
23

条
の
４
 

略
 

第
23

条
の
４
 

略
 

２
 
期
末

手
当
の

額
は
、

期
末

手
当
基
礎

額
に

10
0
分
の

12
6.

25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(行

政
職

給
料

表
の

適
用
を
受

け
る
職

員
で
そ

の
職

務
の
級
が

6
級
以
上

で

あ
る

も
の

並
び

に
同

表
以

外
の

各
給

料
表

の
適

用
を

受

け
る

職
員

で
そ

の
職

務
の

複
雑

、
困

難
及

び
責

任
の

度

等
が
こ

れ
に
相

当
す
る

も
の

(こ
れ
ら

の
職
員

の
う
ち

、

規
則
で
定

め
る
職

員
に
限

る
。
第

23
条
の

7
第

2
項
に

お
い
て

「
特
定

管
理
職

員
」

と
い
う
。

)に
あ
っ

て
は
、

10
0
分
の

10
6.

25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 ２

 
期

末
手

当
の

額
は

、
期

末
手

当
基

礎
額

に
、

６
月

に

支
給
す
る

場
合
に

は
10

0
分

の
12

5(
行

政
職
給

料
表
の

適
用
を
受

け
る
職

員
で
そ

の
職

務
の
級
が

6
級
以
上

で

あ
る

も
の

並
び

に
同

表
以

外
の

各
給

料
表

の
適

用
を

受

け
る

職
員

で
そ

の
職

務
の

複
雑

、
困

難
及

び
責

任
の

度

等
が
こ

れ
に
相

当
す
る

も
の

(こ
れ
ら

の
職
員

の
う
ち

、

規
則
で
定

め
る
職

員
に
限

る
。
第

23
条
の

7
第

2
項
に

お
い
て

「
特
定

管
理
職

員
」

と
い
う
。

)に
あ
っ

て
は
、

10
0
分

の
10

5）
、

12
月
に
支

給
す
る
場

合
に
は

10
0

分
の

12
7.

5（
特

定
管
理

職
員

に
あ
っ
て

は
、

10
0
分
の

２
 
期
末

手
当
の

額
は
、

期
末

手
当
基
礎

額
に
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 1
00

分
の

12
5(
行

政
職

給
料

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員

で
そ

の
職

務
の

級
が

6級
以

上
で

あ
る

も
の

並
び

に
同

表
以

外
の

各
給

料
表

の
適

用
を

受

け
る

職
員

で
そ

の
職

務
の

複
雑

、
困

難
及

び
責

任
の

度

等
が
こ

れ
に
相

当
す
る

も
の

(こ
れ
ら

の
職
員

の
う
ち

、

規
則
で
定

め
る
職

員
に
限

る
。

第
23

条
の
７
第

２
項
に

 
お
い
て
「

特
定
管

理
職
員

」
と

い
う
。

)に
あ

っ
て
は

、

10
0分

の
10

5）
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 ）
を
乗

じ
て
得

た
額

に
、
基

準
日
以

前
６

箇
月

以
内
の
期

間
に
お

け
る
当

該
職

員
の
在
職

期
間
の

次
の

 
各
号
に
掲

げ
る
区

分
に
応

じ
、

当
該
各
号

に
定
め

る
割

 
合
を
乗
じ

て
得
た

額
と
す

る
。

 
 

(1
)～

(4
)略

 

10
7.

5）
 
を
乗

じ
て
得

た
額

に
、
基

準
日

以
前
６

箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割

合
を
乗
じ

て
得
た

額
と
す

る
。

 
 

(1
)～

(4
)略

 

 
 

 
 

を
乗

じ
て

得
た

額
に

、
基

準
日

以
前

６
箇

月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当

該
職

員
の

在
職

期
間

の
次

の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

割

合
を
乗
じ

て
得
た

額
と
す

る
。

 
(1

)～
(4

)略
 

３
 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員
に

対
す
る

前
項
の

規
定
の
適

用
に
つ

い
て
は

、
同

項
中
「

10
0分

の
12

6.
25

」

と
あ
る
の

は
「

10
0分

の
71

.2
5」

と
、
「

10
0分

10
6.

25
」
と
あ
る

の
は
「

10
0分

の
61

.2
5」

と
す
る
。

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

３
 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員
に

対
す
る

前
項
の

 
規
定
の
適

用
に
つ

い
て
は

、
同

項
中
「

10
0分

の
12

5」
と
あ
る
の

は
「

10
0分

の
70

」
と
、
「

10
0分

の
10

5）
」
と
あ
る

の
は
「

10
0分

の
60

）
」
と
、「

10
0分

の
12

7.
5

」
と
あ

る
の
は
「

10
0分

の
72

.5
」
と
、「

10
0分

の
10

7.
5

）
」
と
あ

る
の
は

「
10

0分
の

62
.5
）

」
と
す

る
。

 

３
 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員
に

対
す
る

前
項
の

規
定
の
適

用
に
つ

い
て
は

、
同

項
中
「

10
0分

の
12

5」
と
あ
る
の

は
「

10
0分

の
70

」
と
、
「

10
0分

の
10

5）
 

」
と
あ
る

の
は
「

10
0分

の
60

）
」
と
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
す
る

。
 

４
･
５
 
略

 
４
･
５
 
略

 
４
･
５
 
略

 
（
勤
勉
手

当
）

 
（
勤
勉
手

当
）

 
（
勤
勉
手

当
）

 
第

23
条

の
７
 

略
 

第
23

条
の
７
 

略
 

第
23

条
の
７
 

略
 

２
 
勤
勉

手
当
の

額
は
、

勤
勉

手
当
基
礎

額
に
、

任
命
権

者
が
規
則

で
定
め

る
基
準

に
従

っ
て
定
め

る
割
合

を
乗

じ
て
得
た

額
と
す

る
。
こ

の
場

合
に
お
い

て
、
任

命
権

者
が
支
給

す
る
勤

勉
手
当

の
額

の
、
そ
の

者
に
所

属
す

る
次
の
各

号
に
掲

げ
る
職

員
の

区
分
ご
と

の
総
額

は
、

そ
れ
ぞ
れ

当
該
各

号
に
掲

げ
る

額
を
超
え

て
は
な

ら
な

い
。

 

２
 
勤
勉

手
当
の

額
は
、

勤
勉

手
当
基
礎

額
に
、

任
命
権

者
が
規
則

で
定
め

る
基
準

に
従

っ
て
定
め

る
割
合

を
乗

じ
て
得
た

額
と
す

る
。
こ

の
場

合
に
お
い

て
、
任

命
権

者
が
支
給

す
る
勤

勉
手
当

の
額

の
、
そ
の

者
に
所

属
す

る
次
の
各

号
に
掲

げ
る
職

員
の

区
分
ご
と

の
総
額

は
、

そ
れ
ぞ
れ

当
該
各

号
に
掲

げ
る

額
を
超
え

て
は
な

ら
な

い
。

 

２
 
勤
勉

手
当
の

額
は
、

勤
勉

手
当
基
礎

額
に
、

任
命
権

者
が
規
則

で
定
め

る
基
準

に
従

っ
て
定
め

る
割
合

を
乗

じ
て
得
た

額
と
す

る
。
こ

の
場

合
に
お
い

て
、
任

命
権

者
が
支
給

す
る
勤

勉
手
当

の
額

の
、
そ
の

者
に
所

属
す

る
次
の
各

号
に
掲

げ
る
職

員
の

区
分
ご
と

の
総
額

は
、

そ
れ
ぞ
れ

当
該
各

号
に
掲

げ
る

額
を
超
え

て
は
な

ら
な

い
。

 
(1

) 
前
項
の

職
員
の

う
ち
定

年
前
再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
以
外

の
職
員

 
当
該

職
員

の
勤
勉
手

当
基
礎

額

(1
) 

前
項
の

職
員
の

う
ち
定

年
前
再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
以
外

の
職
員

 
当
該

職
員

の
勤
勉
手

当
基
礎

額

(1
) 

前
項
の

職
員
の

う
ち
定

年
前
再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
以
外

の
職
員

 
当
該

職
員

の
勤
勉
手

当
基
礎

額
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に
当
該
職

員
が
そ

れ
ぞ
れ

そ
の

基
準
日
現

在
（
退

職

し
、
又
は

死
亡
し

た
職
員

に
あ

っ
て
は
、

退
職
し

、

又
は
死
亡

し
た
日

現
在
。

次
項

に
お
い
て

同
じ
。

）

に
お
い
て

受
け
る

べ
き
扶

養
手

当
の
月
額

及
び
こ

れ

に
対
す
る

地
域
手

当
の
月

額
の

合
計
額
を

加
算
し

た

額
に

10
0分

の
10

6.
25

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

（
特
定
管

理
職
員

に
あ
っ

て
は

、
10

0分
の

12
6.

25
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

）
を
乗

じ

て
得
た
額

の
総
額

 

に
当
該
職

員
が
そ

れ
ぞ
れ

そ
の

基
準
日
現

在
（
退

職

し
、
又
は

死
亡
し

た
職
員

に
あ

っ
て
は
、

退
職
し

、

又
は
死
亡

し
た
日

現
在
。

次
項

に
お
い
て

同
じ
。

）

に
お
い
て

受
け
る

べ
き
扶

養
手

当
の
月
額

及
び
こ

れ

に
対
す
る

地
域
手

当
の
月

額
の

合
計
額
を

加
算
し

た

額
に
、
６
月
に

支
給
す

る
場

合
に
は

10
0分

の
10

5 
（
特
定
管

理
職
員

に
あ
っ

て
は

、
10

0分
の

12
5）

、

12
月
に

支
給
す

る
場
合

に
は

10
0分

の
10

7.
5（

特
定

管
理
職
員

に
あ
っ

て
は
、

10
0分

の
12

7.
5）

を
乗

じ

て
得
た
額

の
総
額

 

に
当
該
職

員
が
そ

れ
ぞ
れ

そ
の

基
準
日
現

在
（
退

職

し
、
又
は

死
亡
し

た
職
員

に
あ

っ
て
は
、

退
職
し

、

又
は
死
亡

し
た
日

現
在
。

次
項

に
お
い
て

同
じ
。

）

に
お
い
て

受
け
る

べ
き
扶

養
手

当
の
月
額

及
び
こ

れ

に
対
す
る

地
域
手

当
の
月

額
の

合
計
額
を

加
算
し

た

額
に
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

10
0分

の
10

5
（
特
定
管

理
職
員

に
あ
っ

て
は

、
10

0分
の

12
5）

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
 を

乗
じ

て
得
た
額

の
総
額

 
(2

) 
前
項
の

職
員
の

う
ち
定

年
前
再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
 
当

該
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤
務

職
員
の

勤

勉
手
当
基

礎
額
に

10
0分

の
51

.2
5 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 (
特
定
管

理
職
員

に
あ

っ
て
は
、

10
0分

の
6

1.
25

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

を

乗
じ
て
得

た
額
の

総
額

 

(2
) 

前
項
の

職
員
の

う
ち
定

年
前
再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
 
当

該
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤
務

職
員
の

勤

勉
手
当
基

礎
額
に

、
６
月

に
支

給
す
る
場

合
に
は

10
0分

の
50

(
特
定
管

理
職
員

に
あ

っ
て
は
、

10
0分

の
6

0)
 、

12
月
に

支
給
す

る
場
合

に
は

10
0分

の
52

.5
（
特
定
管

理
職
員

に
あ
っ

て
は

、
10

0分
の

62
.5
）
を

乗
じ
て
得

た
額
の

総
額

 

(2
) 

前
項
の

職
員
の

う
ち
定

年
前
再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
 
当

該
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤
務

職
員
の

勤

勉
手
当
基

礎
額
に

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

10
0分

の
50

(
特
定
管

理
職
員

に
あ

っ
て
は
 
10

0分
の

6
0)

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
を

乗
じ
て
得

た
額
の

総
額

 
３
～
５
 

略
 

３
～
５
 

略
 

３
～
５
 

略
 

別
表
第
１

（
第
３

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
１

（
第
３

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
１

（
第
３

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
２

（
第
３

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
２

（
第
３

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
２

（
第
３

条
関
係

）
 

略
 

適
用
：
（

 
 
）

令
和
７

年
４

月
１
日
遡

及
分
 

 

 
 

 
（

 
 
）

令
和
８

年
４

月
１
日
改

定
分
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瑞
穂
市
一

般
職
の

任
期
付

職
員

の
採
用
等

に
関
す

る
条
例

（
平

成
20

年
瑞
穂
市

条
例
第

31
号

）
新
旧
対
照

表
（
第

3条
・

第
4条

関
係
）

 
改
正
後
（

案
）
②

 
（
令
和
８

年
４
月

１
日
改

定
分

）
 

改
正
後
（

案
）
①

 
（
令
和
７

年
４
月

１
日
遡

及
分

）
 

現
行

 

（
給
与
条

例
の
適

用
除
外

等
）

 
（
給
与
条

例
の
適

用
除
外

等
）

 
（
給
与
条

例
の
適

用
除
外

等
）

 
第
９
条
 

略
 

第
９
条
 

略
 

第
９
条
 

略
 

２
 
特
定

任
期
付

職
員
に

対
す

る
給
与
条

例
第

23
条
の

２

第
１
項
、

第
23

条
の
４

第
２
項

及
び
第

23
条
の

７
第
２

項
の
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は

、
給
与
条

例
第

23
条
の

２
第
１
項

中
「
以
下
「
管
理

職
員
」
」
と
あ

る
の
は
「

瑞

穂
市
一
般

職
の
任

期
付
職

員
の

採
用
等
に

関
す
る

条
例

（
平
成

20
年
瑞

穂
市
条

例
第

31
号
）
第
７

条
第
１

項
に

規
定
す
る

特
定
任

期
付
職

員
を

含
む
。
以

下
「
管

理
職

員
」
」
と

、
給
与

条
例
第

23
条

の
４
第
２

項
中
「

10
0分

の
12

6.
25

」
と
あ

る
の
は

「
10

0分
の

96
.2

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と

、
給

与
条
例
第

23
条

の
７
第

２
項
第

１
号
中
「

10
0分

の
10

6.
25

」
と

あ
る
の

は
「

10
0分

の
88

.7
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
」
と

す
る
。

 

２
 
特
定

任
期
付

職
員
に

対
す

る
給
与
条

例
第

23
条
の

２

第
１
項
、

第
23

条
の
４

第
２
項

及
び
第

23
条
の

７
第
２

項
の
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は

、
給
与
条

例
第

23
条
の

２
第
１
項

中
「

以
下
「
管

理
職

員
」
」
と

あ
る
の

は
「

瑞

穂
市
一
般

職
の
任

期
付
職

員
の

採
用
等
に

関
す
る

条
例

（
平
成

20
年
瑞

穂
市
条

例
第

31
号
）
第
７

条
第
１

項
に

規
定
す
る

特
定
任

期
付
職

員
を

含
む
。
以

下
「
管

理
職

員
」
」
と

、
給
与

条
例
第

23
条

の
４
第
２

項
中
「

10
0

分
の

12
5」

と
あ
る
の

は
「

10
0分

の
95

」
と

、
「

10
0

分
の

12
7.

5」
と
あ

る
の
は

「
10

0分
の

97
.5
」
と

、
給

与
条
例
第

23
条

の
７
第

２
項
第

１
号
中
「

10
0分

の
10

5」
と
あ
る
の

は
「

10
0分

の
87

.５
」
と
、
「

10
0分

の
10

7.
5」

と
あ

る
の
は

「
10

0分
の

90
」
と
す

る
。

 

２
 
特
定

任
期
付

職
員
に

対
す

る
給
与
条

例
第

23
条
の

２

第
１
項
、

第
23

条
の
４

第
２
項

及
び
第

23
条
の

７
第
２

項
の
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は

、
給
与
条

例
第

23
条
の

２
第
１
項

中
「
以

下
「

管
理
職

員
」
」
と
あ
る

の
は
「

瑞

穂
市
一
般

職
の
任

期
付
職

員
の

採
用
等
に

関
す
る

条
例

（
平
成

20
年
瑞

穂
市
条

例
第

31
号
）
第
７

条
第
１

項
に

規
定
す
る

特
定
任

期
付
職

員
を

含
む
。
以

下
「
管

理
職

員
」
」
と

、
給
与

条
例
第

23
条

の
４
第
２

項
中
「

10
0

分
の

12
2.

5」
と

あ
る
の

は
「

10
0分

の
95

」
と

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 、
給

与
条
例
第

23
条

の
７
第

２
項
第

１
号
中
「

10
0分

の
10

5」
と

あ
る
の

は
「

10
0分

の
87

.５
」
と

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 す

る
。

 
別
表
（
第

７
条
関

係
）
 

略
 

別
表
（
第

７
条
関

係
）

 
別
表
（
第

７
条
関

係
）

 
 

特
定
任
期

付
職
員

給
料
表

 
特
定
任
期

付
職
員

給
料
表

 

資料　７８－２
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号
給

 
給
料
月
額

 

 
円

1 
40

5,
00

0
2 

45
5,

00
0

3 
50

8,
00

0
4 

57
4,

00
0

5 
65

5,
00

0
 

号
給

 
給
料
月
額

 

 
円

1 
39

2,
00

0
2 

44
0,

00
0

3 
49

2,
00

0
4 

55
5,

00
0

5 
63

4,
00

0
 

適
用
：
（

 
 
）

令
和
７

年
４

月
１
日
遡

及
分

 

 
 

 
（

 
 
）

令
和
８

年
４

月
１
日
改

定
分
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瑞
穂
市
会

計
年
度

任
用
職

員
の

給
与
及
び

費
用
弁

償
に
関

す
る

条
例
（
令

和
元
年

瑞
穂
市

条
例

第
６
号
）

新
旧
対

照
表
（

第
5条

・
第

6条
関
係

）
 

改
正
後
（

案
）
②

 
（
令
和
８

年
４
月

１
日
改

定
分

）
 

改
正
後
（

案
）
①

 
（
令
和
７

年
４
月

１
日
遡

及
分

）
 

現
行

 

（
勤
勉
手

当
）

 
（
勤
勉
手

当
）

 
（
勤
勉
手

当
）

 
第

16
条

の
２
 

給
与
条

例
第

23
条
の
７
の

規
定
は

、
任
期

が
６
月
以

上
の
フ

ル
タ
イ

ム
会

計
年
度
任

用
職
員

に
つ

い
て
準
用

す
る
。

こ
の
場

合
に

お
い
て
、

同
条
第

２
項

第
１
号
中

「
前
項

の
職
員

の
う

ち
定
年
前

再
任
用

短
時

間
勤
務
職

員
以
外

の
職
員

」
と

あ
る
の
は

、
「
前

項
の

職
員
」
と

、
「

10
0分

の
10

6.
25

（
特
定

管
理
職

員
に
あ

っ
て
は
、

10
0分

の
12

6.
25

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
あ

る
の

は
、
「

10
0分

の
48

.7
5」

と
読

み
替
え
る

も
の
と

す
る

。

第
16

条
の
２
 

給
与
条

例
第

23
条
の
７
の

規
定
は

、
任
期

が
６
月
以

上
の
フ

ル
タ
イ

ム
会

計
年
度
任

用
職
員

に
つ

い
て
準
用

す
る
。

こ
の
場

合
に

お
い
て
、

同
条
第

２
項

第
１
号
中

「
前
項

の
職
員

の
う

ち
定
年
前

再
任
用

短
時

間
勤
務
職

員
以
外

の
職
員

」
と

あ
る
の
は

、
「
前

項
の

職
員
」
と
、
「
、
６

月
に
支

給
す
る
場
合

に
は

10
0分

の

10
5（

特
定
管
理

職
員
に

あ
っ

て
は
、

10
0分

の
12

5）
、

12
月
に

支
給
す

る
場
合

に
は

10
0分

の
10

7.
5（

特
定
管

理
職
員
に

あ
っ
て

は
、

10
0分

の
12

7.
5）

」
と
あ

る
の

は
、
「

10
0分

の
48

.7
5」

と
読

み
替
え
る

も
の
と

す
る

。

第
16

条
の
２
 

給
与
条

例
第

23
条
の
７
の

規
定
は

、
任
期

が
６
月
以

上
の
フ

ル
タ
イ

ム
会

計
年
度
任

用
職
員

に
つ

い
て
準
用

す
る
。

こ
の
場

合
に

お
い
て
、

同
条
第

２
項

第
１
号
中

「
前
項

の
職
員

の
う

ち
定
年
前

再
任
用

短
時

間
勤
務
職

員
以
外

の
職
員

」
と

あ
る
の
は

、
「
前

項
の

職
員
」
と
、
「

10
0分

の
10

5（
特
定
管
理

職
員
に

あ
っ

て
は
、

10
0分

の
12

5）
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  

 」
と
あ
る
の

は
、
「

10
0分

の
48

.7
5」

と
読

み
替
え
る

も
の
と

す
る

。

２
 
略

 
２
 
略

 
２
 
略

 
（
勤
勉
手

当
）

 
（
勤
勉
手

当
）

 
（
勤
勉
手

当
）

 
第

25
条

の
２
 

給
与
条

例
第

23
条
の
７
の

規
定
は

、
任
期

が
６
月
以

上
の
パ

ー
ト
タ

イ
ム

会
計
年
度

任
用
職

員
に

つ
い
て
準

用
す
る

。
こ
の

場
合

に
お
い
て

、
同
条

第
２

項
第
１
号

中
「
前

項
の
職

員
の

う
ち
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤
務

職
員
以

外
の
職

員
」

と
あ
る
の

は
、
「

前
項

の
職
員
」
と
、
「

10
0分

の
10

6.
25
（

特
定
管

理
職
員

に

あ
っ
て
は

、
10

0分
の

12
6.

25
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

第
25

条
の
２
 

給
与
条

例
第

23
条
の
７
の

規
定
は

、
任
期

が
６
月
以

上
の
パ

ー
ト
タ

イ
ム

会
計
年
度

任
用
職

員
に

つ
い
て
準

用
す
る

。
こ
の

場
合

に
お
い
て

、
同
条

第
２

項
第
１
号

中
「
前

項
の
職

員
の

う
ち
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤
務

職
員
以

外
の
職

員
」

と
あ
る
の

は
、
「

前
項

の
職
員
」

と
、
「

、
６
月

に
支

給
す
る
場

合
に
は

10
0

分
の

10
5（

特
定

管
理
職

員
に

あ
っ
て
は
、

10
0分

の
12

第
25

条
の
２
 

給
与
条

例
第

23
条
の
７
の

規
定
は

、
任
期

が
６
月
以

上
の
パ

ー
ト
タ

イ
ム

会
計
年
度

任
用
職

員
に

つ
い
て
準

用
す
る

。
こ
の

場
合

に
お
い
て

、
同
条

第
２

項
第
１
号

中
「
前

項
の
職

員
の

う
ち
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤
務

職
員
以

外
の
職

員
」

と
あ
る
の

は
、
「

前
項

の
職
員

」
と

、
「

10
0分

の
10

2.
5（

特
定
管

理
職
員

に

あ
っ
て
は
、

10
0分

の
12

2.
5）
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」

と
あ

る
の
は

、
「

10
0分

の
48

.7
5」

と
、
同

条
第
３

項
中
「
そ

れ
ぞ
れ
そ

の
基
準

日
現
在

に
お

い
て
職
員

が
受
け

る
べ

き
給
料
の

月
額
（

育
児
短

時
間

勤
務
職
員

等
に
あ

っ
て

は
、
給
料

の
月
額

を
算
出

率
で

除
し
て
得

た
額
）

及
び

こ
れ
に
対

す
る
地

域
手
当

の
月

額
の
合
計

額
」
と

あ
る

の
は
、
「

そ
れ
ぞ

れ
そ
の

基
準

日
（
退
職

し
、
又

は
死

亡
し
た
職

員
に
あ

っ
て
は

、
退

職
し
、
又

は
死
亡

し
た

日
）
以
前

６
か
月

以
内
の

パ
ー

ト
タ
イ
ム

会
計
年

度
任

用
職
員
と

し
て
の

在
職
期

間
に

お
け
る
報

酬
（
フ

ル
タ

イ
ム
会
計

年
度
任

用
職
員

と
の

権
衡
を
考

慮
し
て

規
則

で
定
め
る

額
を
除

く
。
）

の
１

月
当
た
り

の
平
均

額
」

と
読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。

 
２
 
略

 

5）
、

12
月
に

支
給
す

る
場
合

に
は

10
0分

の
10

7.
5（

特

定
管
理
職

員
に
あ

っ
て
は

、
10

0分
の

12
7.

5）
」

と
あ

る
の
は
、
「

10
0分

の
48

.7
5」

と
、
同
条
第

３
項
中
「

そ

れ
ぞ
れ
そ

の
基
準

日
現
在

に
お

い
て
職
員

が
受
け

る
べ

き
給
料
の

月
額
（

育
児
短

時
間

勤
務
職
員

等
に
あ

っ
て

は
、
給
料

の
月
額

を
算
出

率
で

除
し
て
得

た
額
）

及
び

こ
れ
に
対

す
る
地

域
手
当

の
月

額
の
合
計

額
」
と

あ
る

の
は
、
「

そ
れ
ぞ

れ
そ
の

基
準

日
（
退
職

し
、
又

は
死

亡
し
た
職

員
に
あ

っ
て
は

、
退

職
し
、
又

は
死
亡

し
た

日
）
以
前

６
か
月

以
内
の

パ
ー

ト
タ
イ
ム

会
計
年

度
任

用
職
員
と

し
て
の

在
職
期

間
に

お
け
る
報

酬
（
フ

ル
タ

イ
ム
会
計

年
度
任

用
職
員

と
の

権
衡
を
考

慮
し
て

規
則

で
定
め
る

額
を
除

く
。
）

の
１

月
当
た
り

の
平
均

額
」

と
読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。

 
２
 
略

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
」
と
あ

る
の
は
、
「

10
0分

の
48

.7
5」

と
、
同
条
第

３
項
中
「
そ

れ
ぞ
れ
そ

の
基
準

日
現
在

に
お

い
て
職
員

が
受
け

る
べ

き
給
料
の

月
額
（

育
児
短

時
間

勤
務
職
員

等
に
あ

っ
て

は
、
給
料

の
月
額

を
算
出

率
で

除
し
て
得

た
額
）

及
び

こ
れ
に
対

す
る
地

域
手
当

の
月

額
の
合
計

額
」
と

あ
る

の
は
、
「

そ
れ
ぞ

れ
そ
の

基
準

日
（
退
職

し
、
又

は
死

亡
し
た
職

員
に
あ

っ
て
は

、
退

職
し
、
又

は
死
亡

し
た

日
）
以
前

６
か
月

以
内
の

パ
ー

ト
タ
イ
ム

会
計
年

度
任

用
職
員
と

し
て
の

在
職
期

間
に

お
け
る
報

酬
（
フ

ル
タ

イ
ム
会
計

年
度
任

用
職
員

と
の

権
衡
を
考

慮
し
て

規
則

で
定
め
る

額
を
除

く
。
）

の
１

月
当
た
り

の
平
均

額
」

と
読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。

 
２
 
略

 
附
 
則

 
附
 
則

 
附
 
則

 
（
給
与
改

定
の
時

期
）

 
５
 
略

 
（
給
与
改

定
の
時

期
）

 
５
 
給
与

条
例
又

は
給
与

条
例

に
基
づ
く

規
則
（
以

下
「
条

例
等
」
と

い
う
。

）
の
改

正
に

よ
り
給
与

の
額
等

に
改

定
が
あ
っ

た
場
合

で
あ
っ

て
、

会
計
年
度

任
用
職

員
の

給
与
又
は

費
用
弁

償
に
つ

い
て

当
該
給
与

の
額
等

の
改

定
後
の
規

定
を
準

用
し
、

又
は

そ
の
規
定

の
例
に

よ
る

と
き
は
、

当
該
会

計
年
度

任
用

職
員
の
給

与
又
は

費
用

（
期
末
手

当
の
支

給
率
改

定
の

特
例
）

 
５
 
第

16
条
第

１
項
及

び
第

25
条
第
１
項

の
規
定

に
よ
り

給
与
条
例

第
23

条
の
４

第
２
項

の
規
定
を

準
用
す

る
場

合
に
お
い

て
、
同

項
に
規

定
す

る
期
末
手

当
基
礎

額
に

乗
じ
る
率

（
以
下

こ
の
項

に
お

い
て
「
支

給
率
」

と
い

う
。
）
の

改
定
が

行
わ
れ

る
と

き
に
お
け

る
会
計

年
度

任
用
職
員

の
支
給

率
は
、

当
該

改
定
に
係

る
条
例

の
規
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弁
償
の
額

等
の
適

用
に
つ

い
て

は
改
正
後

の
条
例

等
の

施
行
の
日

（
以
下

「
施
行

日
」

と
い
う
。

）
の
属

す
る

年
度
の
翌

年
後
（

施
行
日

が
４

月
１
日
で

あ
る
と

き
は

、

施
行
日
の

属
す
る

年
度
）
か
ら

適
用
す
る

も
の
と

す
る

。

定
に
か
か

わ
ら
ず

、
当
該

会
計

年
度
任
用

職
員
の

採
用

の
日
が
属

す
る
年

度
の
初

日
に

お
け
る
当

該
規
定

の
支

給
率
に
よ

る
も
の

と
す
る

。
 

別
表
第
１

（
第
４

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
１

（
第
４

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
１

（
第
４

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
２

（
第
４

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
２

（
第
４

条
関
係

）
 

略
 

別
表
第
２

（
第
４

条
関
係

）
 

略
 

適
用
：
（

 
 
）

令
和
７

年
４

月
１
日
遡

及
分

 

 
 

 
（

 
 
）

令
和
８

年
４

月
１
日
改

定
分

 

 



 

瑞
穂
市
議

会
議
員

の
議
員

報
酬

、
費
用
弁

償
及
び

期
末
手

当
に

関
す
る
条

例
（
平

成
15

年
瑞
穂

市
条
例
第

30
号

）
新
旧

対
照
表

（
第

7条
・
第

8条
関
係

）
 

改
正
後
（

案
）
②

 
（
令
和
８

年
４
月

１
日
改

定
分

）
 

改
正
後
（

案
）
①

 
（
令
和
７

年
４
月

１
日
遡

及
分

）
 

現
行

 

（
期
末
手

当
）

 
（
期
末
手

当
）

 
（
期
末
手

当
）

 
第
５
条
 

略
 

第
５
条
 

略
 

第
５
条
 

略
 

２
 
期
末

手
当
の

額
は
、

そ
れ

ぞ
れ
前
項

の
基
準

日
現
在

（
同
項
後

段
に
規

定
す
る

者
に

あ
っ
て
は
、
任
期
満

了
、

辞
職
、
失

職
、
除

名
、
死

亡
又

は
議
会
の

解
散
に

よ
る

任
期
終
了

の
日
現

在
）
に

お
い

て
同
項
に

規
定
す

る
者

が
受
け
る

べ
き
議

員
報
酬

月
額

及
び
そ
の

額
に

10
0分

の
15

を
乗
じ
て

得
た
額

の
合
計

額
に

10
0分

の
23

2.
5 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
を
乗

じ
て
得

た
額

に
、
瑞
穂

市
職
員

の
給

与
に
関
す

る
条
例

（
平
成

15
年

瑞
穂
市
条

例
第

35
号
）

の
適
用
を

受
け
る

職
員
（

以
下

「
一
般
職

の
職
員

」
と

い
う
。
）

の
例
に

よ
り
一

定
の

割
合
を
乗

じ
て
得

た
額

と
す
る
。

 

２
 
期
末

手
当
の

額
は
、

そ
れ

ぞ
れ
前
項

の
基
準

日
現
在

（
同
項
後

段
に
規

定
す
る

者
に

あ
っ
て
は
、
任
期
満

了
、

辞
職
、
失

職
、
除

名
、
死

亡
又

は
議
会
の

解
散
に

よ
る

任
期
終
了

の
日
現

在
）
に

お
い

て
同
項
に

規
定
す

る
者

が
受
け
る

べ
き
議

員
報
酬

月
額

及
び
そ
の

額
に

10
0分

の
15

を
乗
じ
て

得
た
額

の
合
計

額
に
、

6月
に
支
給

す
る

場
合
に
は

10
0分

の
23

0、
12

月
に
支
給
す

る
場
合

に
は

10
0分

の
23

5を
乗

じ
て
得

た
額
に
、
瑞
穂
市

職
員
の

給

与
に
関
す

る
条
例

（
平
成

15
年

瑞
穂
市
条

例
第

35
号
）

の
適
用
を

受
け
る

職
員
（

以
下

「
一
般
職

の
職
員

」
と

い
う
。
）

の
例
に

よ
り
一

定
の

割
合
を
乗

じ
て
得

た
額

と
す
る
。

 

２
 
期
末

手
当
の

額
は
、

そ
れ

ぞ
れ
前
項

の
基
準

日
現
在

（
同
項
後

段
に
規

定
す
る

者
に

あ
っ
て
は
、
任
期
満

了
、

辞
職
、
失

職
、
除

名
、
死

亡
又

は
議
会
の

解
散
に

よ
る

任
期
終
了

の
日
現

在
）
に

お
い

て
同
項
に

規
定
す

る
者

が
受
け
る

べ
き
議

員
報
酬

月
額

及
び
そ
の

額
に

10
0分

の
15

を
乗
じ
て

得
た
額

の
合
計

額
に

10
0分

の
23

0 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
を
乗

じ
て
得

た
額

に
、
瑞
穂

市
職
員

の
給

与
に
関
す

る
条
例

（
平
成

15
年

瑞
穂
市
条

例
第

35
号
）

の
適
用
を

受
け
る

職
員
（

以
下

「
一
般
職

の
職
員

」
と

い
う
。
）

の
例
に

よ
り
一

定
の

割
合
を
乗

じ
て
得

た
額

と
す
る
。

 

適
用
：
（

 
 
）

令
和
７

年
４

月
１
日
遡

及
分

 

 
 

 
（

 
 
）

令
和
８

年
４

月
１
日
改

定
分
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瑞
穂
市
常

勤
の
特

別
職
職

員
の

給
与
に
関

す
る
条

例
（
平

成
15

年
瑞
穂
市

条
例
第

33
号

）
新
旧

対
照
表
（

第
9条

・
第

10
条
関

係
）

 
改
正
後
（

案
）
②

 
（
令
和
８

年
４
月

１
日
改

定
分

）
 

改
正
後
（

案
）
①

 
（
令
和
７

年
４
月

１
日
遡

及
分

）
 

現
行

 

（
期
末
手

当
）

 
（
期
末
手

当
）

 
（
期
末
手

当
）

 
第
５
条
 

略
 

第
５
条
 

略
 

第
５
条
 

略
 

２
 
期
末

手
当
の

額
は
、

そ
れ

ぞ
れ
前
項

の
基
準

日
現
在

（
同
項
後

段
に
規

定
す
る

者
に

あ
っ
て
は
、
任
期
満

了
、

退
職
、
失

職
又
は

死
亡
の

日
現

在
）
に
お

い
て
職

員
が

受
け
る
べ

き
給
料

月
額
及

び
そ

の
額
に

10
0分

の
15

を

乗
じ
て
得

た
額
の

合
計
額

に
10

0分
の

23
2.

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
一

般
職
の
職

員
の
例

に
よ

り
一
定
の

割
合
を

乗
じ
て

得
た

額
と
す
る

。
 

２
 
期
末

手
当
の

額
は
、

そ
れ

ぞ
れ
前
項

の
基
準

日
現
在

（
同
項
後

段
に
規

定
す
る

者
に

あ
っ
て
は
、
任
期
満

了
、

退
職
、
失

職
又
は

死
亡
の

日
現

在
）
に
お

い
て
職

員
が

受
け
る
べ

き
給
料

月
額
及

び
そ

の
額
に

10
0分

の
15

を

乗
じ
て
得

た
額
の

合
計
額

に
、

6月
に
支
給

す
る
場

合
に

は
10

0分
の

23
0、

12
月

に
支

給
す
る
場

合
に
は

10
0分

の
23

5を
乗
じ

て
得
た

額
に
、
一

般
職
の
職

員
の
例

に
よ

り
一
定
の

割
合
を

乗
じ
て

得
た

額
と
す
る

。
 

２
 
期
末

手
当
の

額
は
、

そ
れ

ぞ
れ
前
項

の
基
準

日
現
在

（
同
項
後

段
に
規

定
す
る

者
に

あ
っ
て
は
、
任
期
満

了
、

退
職
、
失

職
又
は

死
亡
の

日
現

在
）
に
お

い
て
職

員
が

受
け
る
べ

き
給
料

月
額
及

び
そ

の
額
に

10
0分

の
15

を

乗
じ
て
得

た
額
の

合
計
額

に
10

0分
の

23
0 
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瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の概要

・改正条例第１条、第２条

　○　通勤手当の改定　＜条例第１６条関係＞　・・・①R7.4.1遡及適用
・「10キロ以上15キロ未満」から「60キロ以上」までの距離区分において引き上げ改定

　○　宿日直手当の改定　＜条例第２３条関係＞　・・・①R7.4.1遡及適用
・勤務1回の支給額の限度を引き上げ改定

　○　期末手当支給月数の改定　＜条例第２３条の４関係＞　・・・①R7.4.1遡及適用、②R8.4.1改定
　○　勤勉手当支給月数の改定　＜条例第２３条の７関係＞　・・・①R7.4.1遡及適用、②R8.4.1改定

単位：月

※（　）内は特定管理職員
※<　>内は定年前再任用短時間勤務職員

　○　給料表の改定　＜条例別表第１・第２関係＞　・・・①R7.4.1遡及適用

各給料表を引上げ（平均3.3％）
・30歳台後半までの職員が在職する号級に重点を置いた改定
・その他の職員が在職する号級については、改定額を逓減させつつ引き上げ改定
・定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額について各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ改定

・改正条例第３条、第４条

　○　期末手当・勤勉手当支給月数の改定　＜条例第９条関係＞　・・・①R7.4.1遡及適用、②R8.4.1改定
単位：月

　○　給料表の改定　＜条例別表関係＞　・・・①R7.4.1遡及適用

・改正条例第５条、第６条

　○　給料表の改定　＜条例別表第1・第2関係＞　・・・②R8.4.1改定

・改正条例第７条～第１０条

　○　期末手当支給月数の改定　＜いずれも条例第５条関係＞　・・・①R7.4.1遡及適用、②R8.4.1改定

単位：月

瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

2.1 2.525
<0.525>

（2.525）

<0.7125> <0.5125>

<0.7125>

（2.125）

<0.5125>

（2.525）
2.125 2.125

計 （2.1） （2.5）

<0.5>

<0.7>

<0.725>

（2.125）

６月期

１２月期

<0.7> <0.5>

改定②（R8年度以降）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

1.0625
(1.05) (1.25) (1.0625) (1.2625)

1.2625

<0.7>

(1.05)

2.5

瑞穂市職員の給与に関する条例の一部改正

区分
改定前 改定①（R7.4.1遡及）

1.25 1.05 1.25 1.05

1.25 1.05 1.275 1.075

(1.25)

1.0625
(1.05) (1.25) (1.075) (1.275) (1.0625) (1.2625)

1.2625
<0.5>

<1.4> <1.0> <1.425> <1.025> <1.425> <1.025>

2.525

計 4.6 4.65 4.65

4.65

瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正

瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正

区分 改定前
改定①

（R7.4.1遡及）
改定②

（R8年度以降）

瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正

4.6 4.65

６月期 2.3 2.3

<2.4> <2.45> <2.45>

2.325
１２月期 2.3 2.35 2.325

６月期

12月期

区分
改定前 改定①（R7.4.1遡及） 改定②（R8年度以降）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

0.95

3.65 3.7 3.7
計 1.9 1.75 1.925 1.775 1.925 1.775

0.95 0.875 0.95 0.875 0.9625 0.8875
0.88750.96250.90.9750.875
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(単位：千円）

摘 要

25,206,577 615,539 25,822,116

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 4,704,954 0 4,704,954

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 825,162 0 825,162

小 計 5,530,116 0 5,530,116

水 道 事 業 会 計 1,067,205 36 1,067,241

下 水 道 事 業 会 計 3,474,298 0 3,474,298

小 計 4,541,503 36 4,541,539

35,278,196 615,575 35,893,771

特
別
会
計

企
業
会
計

合 計

令　和　７　年　度　瑞　穂　市　補　正　予　算　総　括　表

会 計 区 分 補正前の額 補　正　額 計

一 般 会 計
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議案第７９号 

令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第６号） 

 

令和７年度瑞穂市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６１５，５３９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５，８２２，１１６千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

  令和７年１２月１９日提出 

                                       瑞穂市長 森   和  之  

提案理由 
 令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により提出するもの。 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

14 国 庫 支 出 金 ４，０８８，５４８ ６３６，３１４ ４，７２４，８６２

2 国 庫 補 助 金 ９５４，３８４ ６３６，３１４ １，５９０，６９８

18 繰 入 金 ２，４０３，９９０ △２０，７７５ ２，３８３，２１５

2 基 金 繰 入 金 ２，４０１，０２２ △２０，７７５ ２，３８０，２４７

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２５，２０６，５７７ ６１５，５３９ ２５，８２２，１１６

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

3 民 生 費 １０，１８４，０１７ ２１９，６７０ １０，４０３，６８７

2 児 童 福 祉 費 ４，６７８，７９８ ２１９，６７０ ４，８９８，４６８

4 衛 生 費 １，９２８，９４１ ３８，７２０ １，９６７，６６１

3 水 道 費 ３９，０１０ ３８，７２０ ７７，７３０

6 農 林 水 産 業 費 ２２１，４２８ ４，０１９ ２２５，４４７

1 農 業 費 ２２１，４２８ ４，０１９ ２２５，４４７

7 商 工 費 ５０，８１８ ３５３，１３０ ４０３，９４８

1 商 工 費 ５０，８１８ ３５３，１３０ ４０３，９４８

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２５，２０６，５７７ ６１５，５３９ ２５，８２２，１１６

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第２表　繰越明許費補正

（追加）

金 額款 事 業 名

かきりん振興券事業

項

３５３,１３０千円 01 商 工 費07 商 工 費

03 民 生 費 02 児童福祉費 物価高対応子育て応援手当事業 ２１９,６７０千円 
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１　総括

(歳　入) (単位：千円)

14

18

(歳　出) (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

3 民 生 費 10,184,017 219,670 10,403,687 219,670    

4 衛 生 費 1,928,941 38,720 1,967,661 38,720    

6 農 林 水 産 業 費 221,428 4,019 225,447 4,019    

7 商 工 費 50,818 353,130 403,948 353,130    

10 教 育 費 3,588,917 0 3,588,917 20,775  △20,775  

歳 出 合 計 25,206,577 615,539 25,822,116 636,314  △20,775  

４，０８８，５４８ ６３６，３１４

繰 入 金 ２，４０３，９９０ △２０，７７５

４，７２４，８６２

２，３８３，２１５

歳 入 合 計 ２５，２０６，５７７ ６１５，５３９ ２５，８２２，１１６

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国 庫 支 出 金
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２　歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 総務費国庫補助金 334,994 416,644 751,638  1 総務費補助金 416,644 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金    

 2 民生費国庫補助金 227,203 219,670 446,873  2 児童福祉費補助金 219,670 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金  

計 954,384 636,314 1,590,698

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 4 ふるさと応援基金繰入金 1,090,714 △20,775 1,069,939  1 ふるさと応援基金繰入 △20,775 ふるさと応援基金繰入金                    

金

計 2,401,022 △20,775 2,380,247

合　計 25,206,577 615,539 25,822,116

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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３　歳出
(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 8 物価高対応 0 219,670 219,670 219,670  3 職員手当等 300 時間外勤務手当                        

子育て応援 10 需用費 300 消耗品費等 250

手当費 印刷製本費 50

11 役務費 2,391 通信運搬費 950

手 数 料 1,441

12 委託料 5,679 業務委託料                            

人材派遣委託料 1,107

システム改修委託料 3,850

行政事務委託料                        

アウトソーシング 722

18 負担金、補 211,000 補助金                                

助及び交付 物価高対応子育て応援手当 211,000

金

計 4,678,798 219,670 4,898,468 219,670

(款) 4 衛生費

(項) 3 水道費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 1 上水道費 39,010 38,720 77,730 38,720 27 繰出金 38,720 水道事業会計繰出金                    

計 39,010 38,720 77,730 38,720

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 3 農業振興費 58,075 4,019 62,094 4,019 10 需用費 5 消耗品費等                            

11 役務費 14 通信運搬費 5

手 数 料 9

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額
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(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

18 負担金、補 4,000 補助金                                

助及び交付 物価高騰対策支援補助金 4,000

金

計 221,428 4,019 225,447 4,019

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 2 商工業振興 31,686 353,130 384,816 353,130 10 需用費 2,805 消耗品費等 10

費 印刷製本費 2,795

11 役務費 21,460 通信運搬費 21,160

手 数 料 300

12 委託料 6,865 業務委託料                            

換金作業委託料 4,400

行政事務委託料                        

アウトソーシング 2,465

18 負担金、補 322,000 補助金                                

助及び交付 かきりん振興券補助金 322,000

金

計 50,818 353,130 403,948 353,130

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 4 給食センタ 717,029 0 717,029 20,775 △20,775 （財源補正）

ー費

計 850,686 0 850,686 20,775 △20,775

合　計 25,206,577 615,539 25,822,116 636,314 △20,775

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

【一般会計】 - 8 -

【一般会計】 - 8 -



１.一 般 職

（１）総  括

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
（     3）

352  
（     3）

352  
（     0）

0  

（　　）内は、会計年度任用職員以外の職員で短時間勤務職員について外書きしたもの。

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿 日 直 手 当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 29,161  40,749  20,001  18,355  263  140,046  1,157  

補 正 前 29,161  40,749  20,001  18,355  263  139,746  1,157  

比 較 0  0  0  0  0  300  0  

休日勤務手当 管 理 職 員 特 別 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当 組 合 単身赴任手当

（千円） 勤務手当（千円） （千円） （千円） （千円） 負担金 （千円） （千円）

補 正 後 0  1,075  22,762  431,796  306,393  169,960  0  

補 正 前 0  1,075  22,762  431,796  306,393  169,960  0  

比 較 0  0  0  0  0  0  0  

1,307,834  

1,307,834  

補 正 後

補 正 前

3,950,238  

3,949,938  1,181,418  

3,374,799  

3,374,499  

職　員　手　当
の　　内　　訳

合 計 備 考

区 分

共 済 費

給 与 費

1,181,718  

区 分 職 員 数

885,247  

885,247  

300  比 較

575,439  

0  

区 分

575,439  

0  0  300  300  
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ア．会計年度任用職員以外の職員

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
（     3）

349  
（     3）

349  
（     0）

0  

（　　）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿 日 直 手 当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 29,161  40,471  20,001  18,159  263  138,156  1,157  

補 正 前 29,161  40,471  20,001  18,159  263  137,856  1,157  

比 較 0  0  0  0  0  300  0  

休日勤務手当 管 理 職 員 特 別 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当 組 合 単身赴任手当

（千円） 勤務手当（千円） （千円） （千円） （千円） 負担金 （千円） （千円）

補 正 後 0  1,075  22,762  283,045  247,718  169,036  0  

補 正 前 0  1,075  22,762  283,045  247,718  169,036  0  

比 較 0  0  0  0  0  0  0  

300  

職　員　手　当
の　　内　　訳

区 分

区 分

比 較 0  0  0  

2,699,384  

補 正 前 0  1,298,603  970,704  2,269,307  429,777  

300  300  

備 考

2,699,084  

補 正 後 0  1,298,603  971,004  2,269,607  429,777  

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合 計
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イ．会計年度任用職員

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
（   573）

3  
（   573）

3  
（     0）

0  

（　　）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の

勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿 日 直 手 当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 0  278  0  196  0  1,890  0  

補 正 前 0  278  0  196  0  1,890  0  

比 較 0  0  0  0  0  0  0  

休日勤務手当 管 理 職 員 特 別 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当 組 合 単身赴任手当

（千円） 勤務手当（千円） （千円） （千円） （千円） 負担金 （千円） （千円）

補 正 後 0  0  0  148,751  58,675  924  0  

補 正 前 0  0  0  148,751  58,675  924  0  

比 較 0  0  0  0  0  0  0  

0  0  

職　員　手　当
の　　内　　訳

0  

1,250,854  

0  

区 分

区 分

比 較 0  0  

補 正 後 885,247  9,231  210,714  1,105,192  

補 正 前 885,247  9,231  210,714  1,105,192  

共 済 費 合 計 備 考

1,250,854  

145,662  

145,662  

区 分 職 員 数

給 与 費
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分
増 減 額
（ 千 円 ）

備 考

職員手当 300  その他の増減分 300  時間外勤務手当 300  

増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ） 説 明
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第１条　令和７年度瑞穂市の水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条　令和７年度瑞穂市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　　　　入

第１款　水道事業収益 千円 千円 千円

第１項　営業収益 千円 千円 千円

第２項　営業外収益 千円 千円 千円

支　　　　出

第１款　水道事業費 千円 千円 千円

第１項　営業費用 千円 千円 千円

第３条　予算第７条中「３７，３０３千円」を「７６，０２３千円」に改める。

令和７年１２月１９日提出

瑞穂市長　森　　　和　　之　
　　提案理由

令和７年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第１号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により提出

５５５，３８７ △３８，６８４ ５１６，７０３

議案第８０号

令和７年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第１号）

６３２，４９６ ３６ ６３２，５３２

７７，１０９ ３８，７２０ １１５，８２９

６０８，３８８ ３６ ６０８，４２４

するもの。

５９７，６２２ ３６ ５９７，６５８
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収　　　　入
（単位：千円）

１ 水道事業収益 ６３２，４９６ ３６ ６３２，５３２

１ 営 業 収 益 ５５５，３８７ △３８，６８４ ５１６，７０３

１ 給 水 収 益 ５５０，７７２ △３８，６８４ ５１２，０８８

２ 営 業 外 収 益 ７７，１０９ ３８，６８５ １１５，７９４

２ 他 会 計 補 助 金 ３７，３０３ ３８，７２０ ７６，０２３

支　　　　出
（単位：千円）

１ 水 道 事 業 費 ６０８，３８８ ３６ ６０８，４２４

１ 営 業 費 用 ５９７，６２２ ３６ ５９７，６５８

２ 配 水 及 び 給 水 費 ３０４，１７４ ３６ ３０４，２１０

令和７年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

備　　　考款 項 目 既決予定額 補正予定額 計
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（間接法により作成） （単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△損失） １６

減価償却費 ２４４，２２９

固定資産除却費 １５，５４５

その他の引当金の増減額（△は減少） ３２１

長期前受金戻入額 △３８，１１１

受取利息及び受取配当金 △１，１２５

支払利息及び企業債取扱諸費 ３，４２７

未収金の増加額（△は増加） ６３，１９１

未払金の増減額（△は減少） ６０，３１６

小　　　　　　計 ３４７，８０９

利息及び配当金の受取額 １，１２５

利息の支払額 △３，４２７

業務活動によるキャッシュ・フロー ３４５，５０７

令和７年度　瑞穂市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

【水道事業会計】 - 15 -

【水道事業会計】 - 15 -



２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △３７１，９０９

一般会計負担金等による収入 ６３，７０７

工事負担金等による収入 １，５９０

加入金収入 ２６，６９０

投資活動によるキャッシュ・フロー △２７９，９２２

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △５０，３９２

財務活動によるキャッシュ・フロー △５０，３９２

　　資金増加額（又は減少額） １５，１９３

　　資金期首残高 １，０２０，２３１

　　資金期末残高 １，０３５，４２４
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（令和８年３月３１日）

（千円） （千円） （千円） （千円）

１

（１）

イ ３６０，２７１

ロ １，１１５

ハ ４５２，９８４

△２１２，９９１ ２３９，９９３

ニ ９，７８１，５３０

△４，６０２，１７０ ５，１７９，３６０

ホ １，５５３，６９１

△７５８，８３３ ７９４，８５８

へ １，８７８

△１，７８４ ９４

ト ９，５６６

△６，９８２ ２，５８４

チ ２８，３００

６，６０６，５７５

（２）

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

工 具 、 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

有 形 固 定 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

令和７年度　瑞穂市水道事業予定貸借対照表

資      産      の      部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

立 木

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置
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イ ２，８６１

ロ ２２８

３，０８９

６，６０９，６６４

２

（１） １，０３５，４２４

（２） ９４，２５６

△４３５ ９３，８２１

（３） ８，３８６

１，１３７，６３１

７，７４７，２９５

負      債      の      部

３

（１）

イ ７９，４８２

めの企業債

７９，４８２

（２）

イ １７，５００

１７，５００

９６，９８２

建設改良費等の財源に充てるた

企 業 債 合 計

引 当 金

そ の 他 引 当 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

企 業 債

現 金 預 金

未 収 金

貸 倒 引 当 金

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

固 定 負 債

流 動 資 産

施 設 利 用 権

電 話 加 入 権

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計
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４

（１）

イ ４７，６１７

めの企業債

４７，６１７

（２） １７４，８９１

（３）

イ ４，１３６

ロ ７９１

４，９２７

（４） １２，０７９

２３９，５１４

５

（１） １，９９１，６９０

（２） △９４５，７３０

１，０４５，９６０

１，３８２，４５６

資      本      の      部

６ ３，９２０，６３０

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

引 当 金 合 計

そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資 本 金

引 当 金

流 動 負 債

企 業 債

建設改良費等の財源に充てるた

企 業 債 合 計

未 払 金
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７

（１）

イ １，４４７，１０５

１，４４７，１０５

（２）

イ ９５，０００

ロ ６３７，５４４

ハ ２６４，５６０

９９７，１０４

２，４４４，２０９

６，３６４，８３９

７，７４７，２９５

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

減 債 積 立 金

建 設 改 良 積 立 金

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

【水道事業会計】 - 20 -

【水道事業会計】 - 20 -




